
 

 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
近畿地方年金記録訂正審議会 

令和元年 12 月４日答申分 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの    22 件 

        厚生年金保険関係      22 件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの          １件 

厚生年金保険関係       １件 

 

 

 

 



  

 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900250 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900152 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 25 年 12 月５日の標準賞与額に係る記録を 53 万円とすることが

必要である。 

平成 25年 12 月５日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 62年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 25年 12 月５日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間において標準賞与額 53

万円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 25 年＊月

＊日から平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から 53 万円とし、

保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900251 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900153 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 25 年６月 25 日の標準賞与額に係る記録を 20 万 7,000 円とする

ことが必要である。 

平成 25 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 25年６月 25日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間において標準賞与額 20

万 7,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 25 年＊月

＊日から平成 26 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から 20 万 7,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900252 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900154 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 24 年 12 月５日は 82 万 1,000 円及び平

成 25 年６月 25日は６万 7,000 円とすることが必要である。 

平成 24年 12 月５日及び平成 25 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 24 年 12 月５日 

             ② 平成 25年６月 25 日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間①において標準賞与額

82万1,000円及び請求期間②において標準賞与額６万7,000円に見合う賞与の支払を受けたこ

とが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 24 年＊月

＊日から平成 25 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間①及び②の標準賞

与額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期

間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、請

求期間①は 82 万 1,000 円及び請求期間②は６万 7,000 円とし、保険給付の計算の基礎となる

標準賞与額として記録することが必要である。 



 

 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900253 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900155 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 27 年６月 25 日は 77 万 2,000 円及び同

年 12 月４日は９万 9,000 円とすることが必要である。 

平成 27 年６月 25 日及び同年 12 月４日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎と

なる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 27 年６月 25日 

             ② 平成 27年 12 月４日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳及び日本年金機構の回答により、請求者が請求期

間①において標準賞与額 77 万 2,000 円及び請求期間②において標準賞与額９万 9,000 円に見

合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 27 年＊月

＊日から平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間①及び②の標準賞

与額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期

間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳及び日本

年金機構の回答から、請求期間①は 77 万 2,000 円及び請求期間②は９万 9,000 円とし、保険

給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900254 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900156 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 23 年 12 月５日の標準賞与額に係る記録を 37 万 9,000 円とする

ことが必要である。 

平成 23年 12 月５日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 23年 12 月５日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間において標準賞与額 37

万 9,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 23 年＊月

＊日から平成 24 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から 37 万 9,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900255 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900157 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 21 年６月 25 日は 43 万 6,000 円及び平

成 25 年 12 月５日は 28万円とすることが必要である。 

平成 21 年６月 25 日及び平成 25年 12 月５日の標準賞与額については、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 21 年６月 25日 

             ② 平成 25年 12 月５日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間①において標準賞与額

43 万 6,000 円及び請求期間②において標準賞与額 28 万円に見合う賞与の支払を受けたことが

認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 21 年＊月

＊日から平成 22 年＊月＊日までの期間及び平成 25 年＊月＊日から平成 26 年＊月＊日までの

期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険法第 81 条の２において、

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出をしたときは、当該被保険

者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了

する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わない旨規定されており、

当該規定に基づくと、請求者の請求期間①及び②の標準賞与額に係る厚生年金保険料を徴収す

る権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期間に係る標準賞与額の記録について

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、請

求期間①は 43万 6,000 円及び請求期間②は 28万円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞

与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900256 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900158 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 21 年 12 月４日の標準賞与額に係る記録を 17 万 5,000 円とする

ことが必要である。 

平成 21年 12 月４日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 21年 12 月４日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間において標準賞与額 17

万 5,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 21 年＊月

＊日から平成 22 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から 17 万 5,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900257 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900159 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 22 年 12 月３日は 41 万 5,000 円、平成

26 年６月 25 日は 91 万 1,000 円、同年 12 月５日は９万 6,000 円及び平成 27 年 12 月４日は 79

万 2,000 円とすることが必要である。 

平成 22 年 12 月３日、平成 26 年６月 25 日、同年 12 月５日及び平成 27 年 12 月４日の標準

賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 22 年 12 月３日 

             ② 平成 26年６月 25 日 

             ③ 平成 26年 12 月５日 

             ④ 平成 27年 12 月４日 

請求期間①から④までの期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額

の記録が保険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の

記録を保険給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳及び日本年金機構の回答により、請求者が請求期

間①において標準賞与額 41 万 5,000 円、請求期間②において標準賞与額 91 万 1,000 円、請求

期間③において標準賞与額９万 6,000 円及び請求期間④において標準賞与額 79 万 2,000 円に

見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①から④までの期間に係る標準賞与額は、

厚生年金保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する

権利が時効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付

は行わない旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 22 年＊月

＊日から平成 23 年＊月＊日までの期間及び平成 26 年＊月＊日から平成 27 年＊月＊日までの

期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険法第 81 条の２において、

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出をしたときは、当該被保険

者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了

する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わない旨規定されており、

当該規定に基づくと、請求者の請求期間①、②及び③の標準賞与額に係る厚生年金保険料を徴

収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期間に係る標準賞与額の記録につ

いては、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

また、オンライン記録により、事業主が請求者に係る産前産後休業（平成 27 年＊月＊日か

ら平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保

険法第 81 条の２の２において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業



主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の

属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険

料の徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間④の標準賞与

額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に

係る標準賞与額の記録についても、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①から④までの期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台

帳及び日本年金機構の回答から、請求期間①は 41 万 5,000 円、請求期間②は 91 万 1,000 円、

請求期間③は９万 6,000 円及び請求期間④は 79 万 2,000 円とし、保険給付の計算の基礎とな

る標準賞与額として記録することが必要である。 



 

 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900258 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900160 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成25年 12月５日は７万1,000円及び平成

27 年 12 月４日は 44 万 2,000 円とすることが必要である。 

平成 25年 12 月５日及び平成 27年 12 月４日の標準賞与額については、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 平成３年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 25 年 12 月５日 

             ② 平成 27年 12 月４日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間①において標準賞与額

７万 1,000 円及び請求期間②において標準賞与額 44 万 2,000 円に見合う賞与の支払を受けた

ことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 25 年＊月

＊日から平成 26 年＊月＊日までの期間及び平成 27 年＊月＊日から平成 29 年＊月＊日までの

期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険法第 81 条の２において、

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出をしたときは、当該被保険

者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了

する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わない旨規定されており、

当該規定に基づくと、請求者の請求期間①及び②の標準賞与額に係る厚生年金保険料を徴収す

る権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期間に係る標準賞与額の記録について

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、請

求期間①は７万 1,000 円及び請求期間②は 44 万 2,000 円とし、保険給付の計算の基礎となる

標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900259 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900161 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 24 年６月 25 日は 32 万 7,000 円、平成

26 年６月 25 日は 62 万円及び同年 12 月５日は 32 万 2,000 円とすることが必要である。 

平成 24 年６月 25 日、平成 26 年６月 25 日及び同年 12 月５日の標準賞与額については、保

険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 24 年６月 25日 

             ② 平成 26年６月 25 日 

             ③ 平成 26年 12 月５日 

請求期間①、②及び③にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録

が保険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を

保険給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳及び日本年金機構の回答により、請求者が請求期

間①において標準賞与額 32 万 7,000 円、請求期間②において標準賞与額 62 万円及び請求期間

③において標準賞与額 32 万 2,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①、②及び③に係る標準賞与額は、厚生

年金保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利

が時効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行

わない旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 24 年＊月

＊日から平成 25 年＊月＊日までの期間及び平成 26 年＊月＊日から平成 28 年＊月＊日までの

期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険法第 81 条の２において、

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出をしたときは、当該被保険

者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了

する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わない旨規定されており、

当該規定に基づくと、請求者の請求期間①及び③の標準賞与額に係る厚生年金保険料を徴収す

る権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期間に係る標準賞与額の記録について

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

また、オンライン記録により、事業主が請求者に係る産前産後休業（平成 26 年＊月＊日か

ら同年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険法第

81 条の２の２において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出

をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月

からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収

は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間②の標準賞与額に係る



厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標準

賞与額の記録についても、厚生年金保険法第 75条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①、②及び③に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳及び

日本年金機構の回答から、請求期間①は 32 万 7,000 円、請求期間②は 62万円及び請求期間③

は 32 万 2,000 円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要で

ある。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第1900112号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第1900162号 

  

第１ 結論 

  １ 請求者のＡ社における請求期間①のうち、平成７年10月１日から同年11月１日までの期間、

同年 12 月１日から平成９年１月１日までの期間、同年３月１日から同年４月１日までの期間、

同年５月１日から同年６月１日までの期間、同年８月１日から同年11月１日までの期間、同年

12 月１日から平成 10 年１月１日までの期間、同年２月１日から同年６月１日までの期間及び

同年８月１日から同年 12 月 25 日までの期間の標準報酬月額を別表の１のとおり訂正すること

が必要である。 

平成７年10月、同年12月から平成８年12月までの各月、平成９年３月、同年５月、同年８

月から同年 10 月までの各月、同年 12 月、平成 10 年２月から同年５月までの各月及び同年８

月から同年 11 月までの各月の訂正後の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５項の規定

により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ２ 請求者のＡ社における請求期間①のうち、平成９年１月１日から同年３月１日までの期間及

び同年４月１日から同年８月１日までの期間の標準報酬月額を別表の２のとおり訂正すること

が必要である。 

    平成９年１月及び同年２月並びに同年４月から同年７月までの各月の訂正後の標準報酬月額

（訂正前の標準報酬月額及び上記１の厚生年金特例法による訂正後の標準報酬月額を除く。）に

ついては、厚生年金保険法第75条本文の規定により、保険給付の計算の基礎とならない標準報

酬月額として記録することが必要である。 

  ３ 請求者のＢ社における請求期間②のうち、平成10年 12月 26日から平成11年１月１日まで

の期間、同年２月１日から同年５月１日までの期間、同年６月１日から平成12年１月１日まで

の期間及び同年２月１日から同年３月 24 日までの期間の標準報酬月額を別表の３のとおり訂

正することが必要である。 

平成10年 12月、平成11年２月から同年４月までの各月、同年６月から同年12月までの各

月及び平成 12 年２月の訂正後の標準報酬月額については、厚生年金特例法第１条第５項の規

定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ４ 請求者のＢ社における請求期間②のうち、平成 11 年１月１日から同年２月１日までの期間

及び同年５月１日から同年６月１日までの期間の標準報酬月額を別表の４のとおり訂正するこ

とが必要である。 

    平成 11年１月及び同年５月の訂正後の標準報酬月額（訂正前の標準報酬月額を除く。）につ

いては、厚生年金保険法第75条本文の規定により、保険給付の計算の基礎とならない標準報酬

月額として記録することが必要である。 

５ その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和10年生 



 

 

    住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： ① 平成６年７月１日から平成10年 12月 25日まで 

           ② 平成 10年 12月 26日から平成12年３月24日まで 

  給料支払明細書が見付かったので、年金事務所に相談したところ、Ａ社で厚生年金保険の被

保険者記録がある請求期間①及びＢ社で厚生年金保険の被保険者記録がある請求期間②におい

て、毎月異なる額の厚生年金保険料が給与から控除されていることが判明した。 

調査の上、請求期間①及び②に係る標準報酬月額の記録を、給料支払明細書から確認できる

厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

  １ 厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び請求者の

報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、請求期間に係る標準報酬

月額については、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

２ 請求期間①のうち、平成７年 10 月１日から同年 11 月１日までの期間、同年 12 月１日から

平成９年１月１日までの期間、同年３月１日から同年４月１日までの期間、同年５月１日から

同年６月１日までの期間、同年８月１日から同年11月１日までの期間、同年12月１日から平

成 10 年１月１日までの期間、同年２月１日から同年６月１日までの期間及び同年８月１日か

ら同年12月 25日までの期間について、請求者から提出された給料支払明細書及び日本年金機

構Ｃ事務センターの回答から判断すると、請求者が、当該各期間において、オンライン記録の

標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額を

超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、請求期間①のうち、平成７年10月、同年12月から平成８年12月までの各月、

平成９年３月、同年５月、同年８月から同年10月までの各月、同年12月、平成10年２月から

同年５月までの各月及び同年８月から同年 11 月までの各月に係る標準報酬月額については、

前述の給料支払明細書等により確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、別表の１

のとおり訂正することが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、Ａ社の元事業主は、請求者の請求期間①について、国の記録ど

おりの標準報酬月額に見合う報酬月額を届出し、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

納付した旨回答していることから、社会保険事務所（当時）は、訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告

知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

３ 請求期間①のうち、平成９年１月１日から同年３月１日までの期間、同年４月１日から同年

５月１日までの期間及び同年６月１日から同年７月１日までの期間について、請求者から提出

された給料支払明細書により確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オン

ライン記録の標準報酬月額と同額であることから、厚生年金特例法による記録の訂正を認める

ことはできない。 

また、請求期間①のうち、平成９年７月１日から同年８月１日までの期間については、請求

者は当該期間に係る厚生年金保険料控除額を確認できる資料を保管しておらず、Ａ社の元事業

主は当該期間における賃金台帳等は保管していない旨回答しており、当該期間に係る厚生年金

保険料控除額を確認又は推認することができないことから、厚生年金特例法による記録の訂正

を認めることはできない。 

一方、請求期間①のうち、平成９年１月１日から同年３月１日までの期間及び同年４月１日

から同年８月１日までの期間については、請求者から提出された給料支払明細書により、当該



 

 

各期間の標準報酬月額の改定又は決定の基礎となる期間の報酬月額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録の標準報酬月額よりも高い額であることが認められる。 

したがって、請求期間①のうち、平成９年１月及び同年２月並びに同年４月から同年７月ま

での各月に係る標準報酬月額については、前述の給料支払明細書により確認できる報酬月額か

ら、別表の２のとおり訂正することが妥当である。 

ただし、平成９年１月及び同年２月並びに同年４月から同年７月までの各月の訂正後の標準

報酬月額（訂正前の標準報酬月額及び上記１の厚生年金特例法による訂正後の標準報酬月額を

除く。）については、厚生年金保険法第75条本文の規定により、保険給付の計算の基礎となら

ない標準報酬月額として記録することが必要である。 

４ 請求期間①のうち、平成６年７月１日から平成７年10月１日までの期間、平成10年１月１

日から同年２月１日までの期間及び同年６月１日から同年８月１日までの期間について、請求

者から提出された給料支払明細書及び日本年金機構Ｃ事務センターの回答により確認できる当

該各期間の厚生年金保険料控除額及び当該各期間の標準報酬月額の改定又は決定の基礎となる

期間の報酬月額に見合う標準報酬月額若しくは当該各期間の報酬月額に見合う標準報酬月額は、

いずれもオンライン記録の標準報酬月額よりも低い額又は同額であることから、厚生年金特例

法及び厚生年金保険法による記録の訂正は認められない。 

また、請求期間①のうち、平成７年11月１日から同年12月１日までの期間及び平成９年11

月１日から同年 12 月１日までの期間については、請求者は当該各期間に係る報酬月額及び厚

生年金保険料控除額を確認できる資料を保管しておらず、Ａ社の元事業主は請求者の当該各期

間における賃金台帳等は保管していない旨回答しており、このほかに、当該各期間に係る報酬

月額及び厚生年金保険料控除額を確認又は推認できる資料は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求期間①のうち、

平成６年７月１日から平成７年 10 月１日までの期間、同年 11 月１日から同年 12 月１日まで

の期間、平成９年 11 月１日から同年 12 月１日までの期間、平成 10 年１月１日から同年２月

１日までの期間及び同年６月１日から同年８月１日までの期間について、請求者が、オンライ

ン記録の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

５ 請求期間②のうち、平成10年 12月 26日から平成11年１月１日までの期間、同年２月１日

から同年５月１日までの期間、同年６月１日から平成 12 年１月１日までの期間及び同年２月

１日から同年３月 24 日までの期間について、請求者から提出された給料支払明細書及び日本

年金機構Ｃ事務センターの回答から判断すると、請求者が、当該各期間において、オンライン

記録の標準報酬月額を超える報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料額を超える厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、請求期間②のうち、平成10年 12月、平成11年２月から同年４月までの各月、

同年６月から同年12月までの各月及び平成12年２月の標準報酬月額については、前述の給料

支払明細書等により確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、別表の３のとおり訂

正することが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、Ｂ社の事業主は、請求者の請求期間②について、国の記録どお

りの標準報酬月額に見合う報酬月額を届出し、当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納

付した旨回答していることから、社会保険事務所は、訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

６ 請求期間②のうち、平成 11 年１月１日から同年２月１日までの期間及び同年５月１日から

同年６月１日までの期間について、請求者は当該各期間に係る厚生年金保険料控除額を確認で



 

 

きる資料を保管しておらず、Ｂ社の事業主は請求者の当該期間における賃金台帳等は保管して

いない旨回答しており、当該各期間に係る厚生年金保険料控除額を確認又は推認することがで

きないことから、厚生年金特例法による記録の訂正を認めることはできない。 

一方、請求期間②のうち、平成11年１月１日から同年２月１日までの期間及び同年５月１日

から同年６月１日までの期間については、請求者から提出された給料支払明細書及び日本年金

機構Ｃ事務センターの回答により確認できる当該各期間の標準報酬月額の改定又は決定の基

礎となる期間の報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額よりも高い

額であることが認められる。 

したがって、請求期間②のうち、平成 11 年１月及び同年５月に係る標準報酬月額について

は、前述の給料支払明細書等により確認できる報酬月額から、別表の４のとおり訂正すること

が妥当である。 

ただし、平成 11 年１月及び同年５月の訂正後の標準報酬月額（訂正前の標準報酬月額を除

く。）については、厚生年金保険法第75条本文の規定により、保険給付の計算の基礎とならな

い標準報酬月額として記録することが必要である。 

７ 請求期間②のうち、平成12年１月１日から同年２月１日までの期間について、請求者から提

出された給料支払明細書により確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

の標準報酬月額と同額であることから、厚生年金特例法及び厚生年金保険法による記録の訂正

を認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第1900112号 

厚生局事案番号 ：  近畿（厚）第1900162号 

 

１【請求期間①のうち、厚生年金特例法による訂正を行う期間】 

訂 正 期 間 訂正後の標準報酬月額 訂正前の標準報酬月額 

平成７年10月 11万円 

９万2,000円 

平成７年12月 12万 6,000円 

平成８年１月 11万円 

平成８年２月 11万 8,000円 

平成８年３月 11万円 

平成８年４月 15万円 

平成８年５月及び同年６月 12万 6,000円 

平成８年７月 14万 2,000円 

平成８年８月 10万 4,000円 

平成８年９月 14万 2,000円 

平成８年10月から同年12月まで 
12万 6,000円 

平成９年３月 

平成９年５月 11万円 

平成９年８月から同年10月まで 12万 6,000円 

平成９年12月 11万 8,000円 

平成10年２月及び同年３月 13万 4,000円 

平成10年４月 15万円 

平成10年５月 11万 8,000円 

平成10年８月 13万 4,000円 

平成10年９月 16万円 

平成10年 10月及び同年11月 11万 8,000円 

 

 

 

２【請求期間①のうち、厚生年金保険法（第75条本文）による訂正を行う期間】 

訂 正 期 間 訂正後の標準報酬月額 訂正前の標準報酬月額 

平成９年１月及び同年２月 
12 万 6,000円 ９万2,000円 

平成９年４月から同年７月まで 

 

 

 

 

別 表 



 

 

３【請求期間②のうち、厚生年金特例法による訂正を行う期間】 

訂 正 期 間 訂正後の標準報酬月額 訂正前の標準報酬月額 

平成10年 12月 

11万円 

９万2,000円 

平成11年２月から同年４月まで 

平成11年６月から同年９月まで 

平成11年 10月から同年12月まで 11万 8,000円 

平成12年２月 ９万8,000円 

 

 

 

４【請求期間②のうち、厚生年金保険法（第75条本文）による訂正を行う期間】 

訂 正 期 間 訂正後の標準報酬月額 訂正前の標準報酬月額 

平成11年１月 
11万円 ９万 2,000円 

平成11年５月 

 

 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900082 号 

厚生局事案番号 ：  近畿（厚）第 1900163 号 

 

第１ 結論 

 請求期間①について、請求者のＡ社（平成 13 年７月 25 日に適用事業所名称をＢ社に変更）

における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはでき

ない。 

 請求期間②について、請求者のＣ社及びＤ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月

日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 昭和 56 年４月１日から平成 21 年６月 22日まで  

             ② 平成３年３月から平成７年４月 30 日まで 

高等学校を卒業後の昭和 56 年４月１日に、Ｅ市に所在したＡ社に入社し、同社において

８年ぐらい勤務した。 

また、その後、Ｆ市Ｇ区に所在したＣ社（Ｈ業種）において５年ぐらい勤務したが、国（厚

生労働省）の記録では、Ｉ社における厚生年金保険の被保険者記録のほかに厚生年金保険の

被保険者記録がない。 

しかし、Ａ社及びＣ社では、それぞれ給与から厚生年金保険料が控除されていた記憶があ

るので、請求期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者は、当該期間に、Ａ社に勤務していた旨主張しているが、商業

登記の記録によると、Ｂ社は、平成 29 年７月に破産手続が終結している上、同社の元事業主

は既に亡くなっているため、請求者の請求期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除

について、確認することができない。 

また、オンライン記録において、請求期間①にＡ社における厚生年金保険被保険者記録が確

認でき、所在の判明した複数の元役員に照会を行ったが、請求者が同社に勤務していた旨の回

答は得られなかった。 

このほか、請求者の請求期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認

又は推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

請求期間②について、請求者は、当該期間にＣ社というＨ業種の会社に勤務していた旨主張

しているところ、商業登記の記録及びオンライン記録において、請求者が記憶する事業所所在

地に当該名称の事業所は見当たらないものの、オンライン記録によると、当該事業所所在地と

同じ区内において、請求期間②の一部期間にＣ社が所在していたことが確認でき、また、当該

事業所所在地に隣接する区内において、請求期間②に、事業所名称が近似するＤ社が所在して

いたことが確認できる。 

しかしながら、Ｃ社の人事担当者は、「当社の業種は、会社設立時からＪ業種であり、Ｈ業

種は行っていない。また、請求者が当社に勤務した事実はない。」旨陳述している上、商業登

記の記録によると、同社の目的欄にＨ業種に該当する記載はなく、当該事業所は、請求者の主



 

張する請求対象事業所ではないと考えられる。 

また、商業登記の記録によると、Ｄ社は、目的欄にＨ業種との記載が確認できるものの、同

社は平成 11 年７月に破産廃止決定が確定している上、同社の元事業主は、「当時の資料は会

社整理時に破棄しており、請求者がＤ社に勤務していたか否かについては不明である。」旨回

答していることから、請求者の請求期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除を確認

することができない。 

このほか、請求者の請求期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、確認

又は推認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として、請求期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 



 

 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900308 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900164 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 22 年 12 月３日は 10 万 7,000 円及び平

成 25 年６月 25日は 39万 2,000 円とすることが必要である。 

平成 22年 12 月３日及び平成 25 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 22 年 12 月３日 

             ② 平成 25年６月 25 日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間①において標準賞与額

10 万 7,000 円及び請求期間②において標準賞与額 39 万 2,000 円に見合う賞与の支払を受けた

ことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 22 年＊月

＊日から平成 23 年＊月＊日までの期間及び平成 25 年＊月＊日から平成 26 年＊月＊日までの

期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険法第 81 条の２において、

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出をしたときは、当該被保険

者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了

する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わない旨規定されており、

当該規定に基づくと、請求者の請求期間①及び②の標準賞与額に係る厚生年金保険料を徴収す

る権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期間に係る標準賞与額の記録について

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、請

求期間①は 10万 7,000 円及び請求期間②は 39万 2,000 円とし、保険給付の計算の基礎となる

標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900309 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900165 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 22 年 12 月３日は 43 万 9,000 円及び平

成 26 年 12 月５日は 66万 4,000 円とすることが必要である。 

平成 22年 12 月３日及び平成 26年 12 月５日の標準賞与額については、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 22 年 12 月３日 

             ② 平成 26年 12 月５日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間①において標準賞与額

43 万 9,000 円及び請求期間②において標準賞与額 66 万 4,000 円に見合う賞与の支払を受けた

ことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 22 年＊月

＊日から平成 24 年＊月＊日までの期間及び平成 26 年＊月＊日から平成 28 年＊月＊日までの

期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険法第 81 条の２において、

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出をしたときは、当該被保険

者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了

する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わない旨規定されており、

当該規定に基づくと、請求者の請求期間①及び②の標準賞与額に係る厚生年金保険料を徴収す

る権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期間に係る標準賞与額の記録について

は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、請

求期間①は 43万 9,000 円及び請求期間②は 66万 4,000 円とし、保険給付の計算の基礎となる

標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900310 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900166 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 19 年 12 月５日の標準賞与額に係る記録を 64 万円とすることが

必要である。 

平成 19年 12 月５日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 19年 12 月５日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳及び日本年金機構の回答により、請求者が請求期

間において標準賞与額 64 万円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 19 年＊月

＊日から平成 20 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳及び日本年金機構

の回答から 64 万円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要

である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900311 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900167 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 26 年６月 25 日の標準賞与額に係る記録を 33 万 3,000 円とする

ことが必要である。 

平成 26 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 26年６月 25日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間において標準賞与額 33

万 3,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 26 年＊月

＊日から平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から 33 万 3,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900312 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900168 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 26 年６月 25 日の標準賞与額に係る記録を 11 万 1,000 円とする

ことが必要である。 

平成 26 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 26年６月 25日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間において標準賞与額 11

万 1,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 26 年＊月

＊日から平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から 11 万 1,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900313 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900169 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 26 年６月 25 日の標準賞与額に係る記録を 35 万 5,000 円とする

ことが必要である。 

平成 26 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 62年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 26年６月 25日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間において標準賞与額 35

万 5,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 26 年＊月

＊日から平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から 35 万 5,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900314 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900170 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 25年６月25日は 78万円及び同年 12月

５日は８万 2,000 円とすることが必要である。 

平成 25 年６月 25 日及び同年 12 月５日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎と

なる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 25 年６月 25日 

             ② 平成 25年 12 月５日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間①において標準賞与額

78 万円及び請求期間②において標準賞与額８万 2,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが

認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 25 年＊月

＊日から平成 26 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間①及び②の標準賞

与額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該各期

間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から、請

求期間①は 78 万円及び請求期間②は８万 2,000 円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞

与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900315 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900171 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 27 年６月 25 日は 70 万 2,000 円及び同

年 12 月４日は 31 万円とすることが必要である。 

平成 27 年６月 25 日及び同年 12 月４日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎と

なる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 59年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 27 年６月 25日 

             ② 平成 27年 12 月４日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳及び日本年金機構の回答により、請求者が請求期

間①において標準賞与額70万 2,000円及び請求期間②において標準賞与額31万円に見合う賞

与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る産前産後休業（平成 27 年＊

月＊日から同年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金

保険法第 81 条の２の２において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事

業主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日

の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保

険料の徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間①の標準賞

与額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間

に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75条本文の規定は適用されない。 

また、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 27 年＊月＊日から

平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険

法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出

をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月か

らその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行

わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間②の標準賞与額に係る厚生

年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標準賞与

額の記録についても、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳及び日本

年金機構の回答から、請求期間①は 70万 2,000 円及び請求期間②は 31万円とし、保険給付の

計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900316 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900172 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 26 年 12 月５日の標準賞与額に係る記録を 43 万 1,000 円とする

ことが必要である。 

平成 26年 12 月５日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 26年 12 月５日 

請求期間にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保険給付の

計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険給付の計

算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳により、請求者が請求期間において標準賞与額 43

万 1,000 円に見合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第

75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時効により消

滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない旨規定さ

れている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 26 年＊月

＊日から平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生

年金保険法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業

主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属

する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の

徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間の標準賞与額に係

る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標

準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳から 43 万 1,000

円とし、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900317 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900173 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における標準賞与額に係る記録を平成 26 年 12 月５日は 68 万 6,000 円及び平

成 27 年６月 25日は 25万 6,000 円とすることが必要である。 

平成 26年 12 月５日及び平成 27 年６月 25 日の標準賞与額については、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 60年生 

    住    所 ：  

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 26 年 12 月５日 

             ② 平成 27年６月 25 日 

請求期間①及び②にＡ社から賞与が支給されたが、当該賞与に係る標準賞与額の記録が保

険給付の計算の基礎とならない記録となっている。当該賞与に係る標準賞与額の記録を保険

給付の計算の基礎となる記録に訂正してほしい。 

     

第３ 判断の理由 

Ａ社から提出された請求者に係る賃金台帳及び日本年金機構の回答により、請求者が請求期

間①において標準賞与額 68万 6,000 円及び請求期間②において標準賞与額 25万 6,000円に見

合う賞与の支払を受けたことが認められる。 

一方、オンライン記録において、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額は、厚生年金

保険法第 75 条本文該当と記録されているところ、同条本文には、保険料を徴収する権利が時

効により消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わな

い旨規定されている。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主が請求者に係る産前産後休業（平成 26 年＊

月＊日から平成 27 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚

生年金保険法第 81 条の２の２において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業

所の事業主が申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始

した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に

係る保険料の徴収は行わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間①の

標準賞与額に係る厚生年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当

該期間に係る標準賞与額の記録については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されな

い。 

また、オンライン記録により、事業主が請求者に係る育児休業等（平成 27 年＊月＊日から

平成 28 年＊月＊日までの期間）取得の申出を行ったことが確認できるところ、厚生年金保険

法第 81 条の２において、育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出

をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月か

らその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行

わない旨規定されており、当該規定に基づくと、請求者の請求期間②の標準賞与額に係る厚生

年金保険料を徴収する権利そのものが存在しないことから、請求者の当該期間に係る標準賞与



額の記録についても、厚生年金保険法第 75 条本文の規定は適用されない。 

以上のことから、請求期間①及び②に係る標準賞与額については、前述の賃金台帳及び日本

年金機構の回答から、請求期間①は 68万 6,000 円及び請求期間②は 25万 6,000 円とし、保険

給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 



厚生局受付番号 ： 近畿（受）第 1900319 号 

厚生局事案番号 ： 近畿（厚）第 1900174 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社における平成 28 年 12 月９日の標準賞与額を 25 万 2,000 円に訂正することが

必要である。 

   平成 28年 12 月９日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額とし

て記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 28年 12 月９日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

   住 所 ：  

２ 請求内容の要旨 

     請 求 期 間 ： 平成 28年 12 月９日 

   Ａ社から請求期間に支払われた賞与について、厚生年金保険の記録では、年金給付に反映

されない標準賞与額と記録されているが、当該賞与から厚生年金保険料を控除されていたの

で、当該標準賞与額を年金給付に反映される記録に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   Ａ社から提出された請求者に係る平成 28 年分の賃金台帳及び銀行振込依頼書により、請求

者が、請求期間に同社から賞与の支払を受け、25 万 2,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

    なお、事業主が請求者の請求期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、当該期間に係る厚生年金保険被保険者賞与支払届を年金事務所に提出し、厚生年金保険料

を納付していないことを認めていることから、年金事務所は、請求者の請求期間に係る厚生年

金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 


